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「緊急事態宣言」の発出に伴う教育活動の変更等について（お知らせとお願い） 

 

平素から，本校の教育活動にご理解とご協力をいただき，誠にありがとうございます。また，長期にわた

る新型コロナウイルス感染症拡大防止の取組につきましても，ご理解・ご協力くださいまして，重ねて厚

く御礼申し上げます。 

さて，京都府に新型コロナウイルス感染症拡大防止のため緊急事態宣言が発出されたことを受け，京都

市教育委員会から，「緊急事態宣言」の発出に伴う教育活動等の変更についての通知がありました。これを

うけまして，本校におきましては，本日（１月１５日）から下記のとおり変更することとしましたので，お

知らせいたします。 

本校といたしましては，引き続き徹底した感染防止策のもと，学校教育活動を実施してまいりますので，

ご理解・ご協力のほど，よろしくお願いいたします。なお，今後の感染状況等により，内容を変更すること

もございますので，お含みおきください。 
 

記 

 

１． 登下校の時間の基本的な枠組や通学等での感染リスク低減について 

⑴ 本校におきましては，自転車通学の生徒が多い状況を考慮し，始業時間を繰り下げての時差登校は実

施いたしません。通常通りの始業時間で，５０分普通授業を行います。 

なお，公共交通機関を利用している生徒については，必要に応じて少し早めに登校する等の対応をと

っていただくことも可能です。 

一方，平日の最終下校時間につきましては大幅に繰り上げ，補習その他の学習活動，部活動を問わず，

活動の下限を午後６時３０分とします。活動終了後はただちに下校（遅くとも午後７時までには完全

下校）し，午後８時までには帰宅することとします。 

⑵ 広域から通学する高等学校の実情を踏まえ，利用する交通手段を問わず，通学時のマスク着用や人混

みを避けるなどの感染予防を徹底するよう指導します。また，不要不急の外出や，下校時の飲食，感

染リスクの高い校外での活動を控えるよう，ご家庭でもご指導をお願いします。 

 

２． 各教科における指導について 

⑴ 次の感染リスクの高い学習活動につきましては，緊急事態宣言の発令中は，一時的に停止します。 

・各教科等に共通する活動として「生徒が長時間，近距離で対面形式となるグループワーク等」及び 

「近距離で一斉に大きな声で話す活動」 

・理科における「生徒同士が近距離で活動する実験や観察」  

・音楽における「室内で生徒が近距離で行う合唱及び管楽器演奏」 

・美術，工芸における「生徒同士が近距離で活動する共同制作等の表現や鑑賞の活動」  

・家庭における「生徒同士が近距離で活動する調理実習」 

・保健体育における「生徒が密集する運動」や「近距離で組み合ったり接触したりする運動」 

⑵ 体育について 

・特に体育の授業の実施にあたっては，可能な限り屋外で実施します。体育館など屋内で実施する必要

がある場合は，特に呼気が激しくなるような運動を避けることを徹底します。  

・授業の前後における着替え中，移動の際，授業中，用具の準備や後片付けの時等，生徒が運動を行っ

ていない際は，マスクを着用するものとします。また，呼気が激しくならない軽度の運動の際も，マ

スク着用の上で実施します。  



・授業内容について，集団で行う活動は避け，なるべく個人で行う活動とし，特定の少人数での活動の

際は，十分な距離を空けて行います。 

 

３． 部活動について 
 

 １基本的事項 

 次の⑴～⑶のとおり，活動場所を原則校内に限定し，活動日の別を問わず，活動時間を２時間以内とし

ます。また，感染リスクの高い活動については控えます。 

⑴ 活動場所は原則校内，参加者は自校の生徒・教職員（部活動指導員，外部コーチ含む）に限定し，校

外での練習試合，合同練習，合宿，演奏会等は実施しません。文化部活動等において，地域行事等への

出演依頼等がある場合も，出演を取り止めます。 

⑵ 活動にあたっては，顧問又は部活動指導員の指導のもと，部活動ガイドラインを遵守して実施し，加

えて，通常，平日は３時間程度，休日は４時間程度のところ，活動時間は２時間以内とします。 

⑶ 飛沫感染防止のため，活動中においては，生徒同士が組み合うことが主体となる活動や身体接触を伴

う活動，大きな発声や激しい呼気を伴う活動，向き合っての発声や楽器演奏の活動については控え，

密集せずに距離を取って行うことができる活動に替えるなどの工夫をします。 
 

２公式戦等への参加について 

 参加については，公式戦（高等学校体育連盟主催の大会）のうち，全国大会・近畿大会及びそれらにつ

ながる府内大会に限ります。参加する場合は，主催者との連携のもと，感染対策を徹底し，保護者の同意

を得たうえで，最小限の参加人数とします。文化部の活動についても，同様とします。 
 

３留意事項（感染対策） 

⑴ 生徒の参加，健康観察等 

① 生徒の部活動への参加については，保護者の理解・同意を得た上，無理に参加させること等がな

いよう留意します。 

② 生徒が部活動に参加する際には，健康観察票を必ず持参してください。 

③ 健康観察票や日々の観察により生徒の健康管理を徹底し，少しでも体調に不安を感じている場合

は参加しないでください。 

④ 同居家族がＰＣＲ検査を受検する場合，生徒については，同居家族の検査結果が陰性と判明する

までは参加を自粛してください。 
 

⑵ マスクの取扱い 

① 登下校，着替え時等のスポーツを行っていない際や会話をする際にはマスクを着用することとし

ます。 

② 運動部の活動においては，体育の授業時の取扱いに準じ，生徒の間隔を十分に確保するなどの対

策を講じることを前提に，マスクの着用は必要ないが，十分な身体的距離がとれない状況で，十

分な呼吸ができなくなるリスクや熱中症になるリスクがない場合には，マスクを着用することと

します。 

③ 文化部の活動も，体力向上のための運動を行う場合は，上記②の運動部の活動の取扱いに準じま

す。また，マスクを着用することで熱がこもりやすい，のどの渇きを感じにくく水分不足になり

やすいといった観点から，マスク着用の影響を考慮した活動内容の設定や水分補給を行うことと

します。 
 

⑶ 活動場所（更衣含む），活動内容等 

① 活動場所や更衣室等の密集を避けるため，部活ごとの利用時間を調整するなど工夫することとし，

体育館や更衣室，教室等の屋内においては，密閉空間とならないよう，窓や扉の開口や換気扇を

常に回すなど，こまめな換気を行います。 

② 雨天時における室内や体育館の軒下などでの練習においても，一度に大人数が密集することのな

いように留意し，事前に部活動ごとに雨天時の活動場所や中止の取決めをするなど工夫します。 

裏面あり 



③ 活動場所には，消毒液を設置することとし，活動前後での，石けんによるこまめな手洗いを励行

し，生徒が手を触れる機会の多い箇所等は，こまめな消毒を徹底します。 

④ 器具・用具・情報機器等は，生徒間での共用は可能な限り避けるとともに，やむを得ず共用する

場合には，使用前後の消毒及び手洗いを徹底します。楽器や情報機器等で消毒することができな

い場合は，使用前後の手洗いを徹底する等，工夫して活動することとします。 

⑤ 「トレーニングルーム」を使用する際には，少人数での実施，換気，使用前後の器具の消毒，マ

スク着用など，感染防止対策を徹底します。 

⑥ 運動部の活動に当たっては、高体連各専門部からの通知や各競技団体から配信されるガイドライ

ンを十分に踏まえることとします。 

⑦ 練習や活動中に，大きな声での会話や応援等をしないようにします。 

⑧ タオルの共用やドリンクの回し飲みをしないようにします。 

⑨ 活動をしていない間も含め，感染予防の観点から，人となるべく距離を空けるようにします。 

⑩ 部活終了後は速やかに帰宅し，生徒同士で食事をすることを控えるよう指導します。 
 

⑷その他 

① 部活動指導員，外部コーチ，その他部活動運営に携わる外部講師等に対しては，必ず事前に学校

における新型コロナウイルス感染症対策についての取組を説明し，十分に理解したうえで指導い

ただきます。 

② 公共交通機関を利用する生徒が，登下校時に，通勤混雑等を避けることができるよう，部活動の

開始・終了時間に配慮します。 

 

４． 備考（引き続きのお願い） 
 

(1)健康状態の把握 

① 引き続き，毎日朝晩，お子様の体温を測定し，発熱や咳などの風邪の症状はないか等，健康観察

を行い，その結果を「健康観察票」にご記入ください。本票は必要に応じて学校に提出していた

だく場合がありますので，１ヶ月程度は大切に保管してください。また，保護者の皆様も，お子

様と一緒に毎日の健康観察にお取り組みいただき，ご家族で保健衛生の取組を進めていただくこ

とをお願いいたします。 

② お子様に発熱や体がだるい・のどが痛いなどの風邪症状があるときは，かかりつけ医など，身近

な医療機関（地域の診療所，病院）に，まず電話で相談してください。休日・夜間など受診でき

る医療機関がない場合は，「きょうと新型コロナ医療相談センター」（電話 ４１４－５４８７，

３６５日２４時間受付）に連絡してください。少なくとも以下のいずれかの症状がある場合は，

すぐに医療機関に電話でご相談いただくとともに，学校（電話 ６８１－０７０１）へお知らせ

ください。 

③ ご家庭において，次のような状況が起こった場合は，速やかに学校（電話６８１－０７０１）へ

連絡してください。また，保健所等からお子様の自宅待機について要請があった場合は，登校を控

えていただきますよう，ご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

○ お子様が，検査などにより新型コロナウイルス感染症と診断された。 

○ お子様や同居されているご家族に感染の疑い（疑似症）があり，検査を受けるよう医師等 

 から言われた。 

○ ご家族などが感染され，お子様や同居されているご家族が濃厚接触者として検査や経過観察 

 が必要であると医師等から言われた。 

 

○ 息苦しさ（呼吸困難）や強いだるさ（倦怠感），高熱等の強い症状のいずれかがある。 

（症状には個人差がありますので，強い症状と思う場合にはすぐに相談してください。） 

○ 基礎疾患があるなど重症化しやすい方で，発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある。 

○ 上記以外の方で，発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状が続いている。 



⑵ 感染症対策の徹底 

この間，本市立学校・幼稚園の児童生徒等が新型コロナウイルスに感染したケースでは，その９割

が「家庭内感染」を経路とするものであると教育委員会から報告されており，本校での取組はもとよ

り，各家庭において感染拡大防止にお取り組みいただくことが大変重要となっていますので，引き

続き次の基本的な感染症対策の実践の徹底をお願いいたします。 

（例）・家庭内での健康観察や室内換気等の徹底，マスク着用や手洗い，食器・タオル等の共用を 

      避ける等  

・身体的距離の確保の励行  

・友人等とのホームパーティーなど家族や普段一緒にいる人以外との会食の自粛 
 

感染防止のポイント             ※京都市ＨP「京都市情報館」より 

改めて，基本的な感染防止対策の実践をお願いします 

○ マスクの着用，手洗い，身体的距離の確保の実践を！ 

（「帰宅したら，まず手洗い，うがい」の徹底を！） 

○ ３つの密（密閉・密集・密接）を避ける 

○ 大声での会話や歌唱を伴う宴会・飲み会を控える 

    （飲食等マスクを外す場面は特に注意！） 

○ 日常的に体温計測などの体調管理を行い，少しでも具合が悪い場合はためらわず 

   仕事や学校を休む 

○ 感染防止対策に取り組まれている店舗の利用を！ 

（ガイドライン推進宣言事業所ステッカーが目印です。 

皆様ご自身も店舗のルールを守ってください。） 

○「京都市コロナあんしん追跡サービス」等の活用を 

新たに，次の対策の実践もお願いします 

○ 寒い環境でも換気の実施を！ [新型コロナウイルス感染症対策分科会提言] 

機械換気による常時換気 

機械換気が設置されていない場合は、室温が下がらない範囲で常時窓開け 

（窓を少し開け，室温は18℃以上を目安！） 

○ 適度な保湿を！（湿度40%以上を目安） [新型コロナウイルス感染症対策分科会提言] 

○ 発熱などの症状のある方は，まずは地域の診療所（かかりつけ医）に電話相談を！ 

○ 高齢者インフルエンザ予防接種の活用を！ 

 

 

 

以上 


